(別記様式)
猪苗代町遠方出産助成申請書
年　　　月　　　日
　猪苗代町長

猪苗代町遠方出産助成事業実施要綱第4条に規定する助成を受けたいので、第7条の規定により下記のとおり申請します。
	　
	(ふりがな)
氏名
	生年月日

	申請者(妊婦本人)
	　
	年　　　　月　　　　日　　

	同行者(同行者の宿泊費を申請する場合のみ記載)
	　
	年　　　　月　　　　日　　

	申請者住所
(住民票上の住所)
	〒
	連絡先
	(自宅)
(携帯)

	住所(里帰り先)
	〒
	連絡先
	(自宅)
(携帯)

	　

	　交通費、宿泊費助成対象額の合計
	　
	円　(⑤＋⑥＋⑩)＝⑪

	　

	　　助成申請額
	　
	円　⑪の100円未満の端数を切り捨てた額

	　

	(出産に係る助成額の内訳)
1　交通費

	●タクシーを利用
	行き
	　
	円
	　　　旅程
	分娩取扱施設名又は宿泊施設名
	　
	(最短経路)

	
	帰り
	　
	円
	
	
	
	

	
	小計①
	　
	円
	　
	自宅
	～
	　
	　
	　
	km

	●他の移動手段
(鉄道、船等)を利用
	行き
	　
	円
	　分娩取扱施設名

	
	帰り
	　
	円
	　
	　
	～
	自宅
	　
	　
	km

	
	小計②
	　
	円
	　

	●自家用車を利用
	行き
	　
	km
	×
	40
	円
	＝
	　
	円
	利用移動手段に[image: ]
　□　タクシー
　□　その他の交通手段
　□　自家用車

	
	帰り
	　
	km
	×
	40
	円
	＝
	　
	円
	

	
	小計③
	　
	円
	

	交通費合計(①＋②＋③)＝④
	　
	円
	

	交通費助成対象額(④×0.8)＝⑤
	　
	円
	

	2　宿泊費

	宿泊施設名
	　

	宿泊施設所在地
	　

	宿泊数
	妊婦
	　
	泊
	※宿泊日　　　　年　月　日～　　　　年　月　日

	
	同行者
	　
	泊
	

	宿泊費
	妊婦(
	　
	円－2000円)×
	　
	泊
	＝
	　
	円

	
	同行者(
	　
	円－2000円)×
	　
	泊
	＝
	　
	円

	
	※1人当たりの宿泊費の記載がない場合には、宿泊人数で案分した金額を記載すること。
	　

	　
	宿泊費助成対象額⑥
	　
	円




(裏面)
	(妊婦健診に係る助成額の内訳)

	
	　　　旅程
	妊婦健診受診
施設名
	　
	(最短経路)

	
	　
	自宅
	～
	　
	　
	　
	km

	●他の移動手段
(鉄道、船等)を利用
	行き
	　
	円
	妊婦健診受診施設名

	
	帰り
	　
	円
	　
	　
	～
	自宅
	　
	　
	km

	
	小計⑦
	　
	円
	　

	●自家用車を利用
	行き
	　
	km
	×
	[bookmark: _GoBack]40
	円
	＝
	　
	円
	利用移動手段に[image: ]
　□　その他の交通手段
　□　自家用車

	
	帰り
	　
	km
	×
	40
	円
	＝
	　
	円
	

	
	小計⑧
	　
	円
	

	交通費合計(⑦＋⑧)＝⑨
	　
	円
	

	交通費助成対象額(⑨×0.8)＝⑩
	　
	円
	



	振込先口座
	金融機関名
	銀行　　　　　　　　　　　　　　本店
信用金庫　　　　　　　　　　　　　　支店
農協　　　　　　　　　　　　　　支所

	
	
	　金融機関コード
	　
	　
	　
	　
	支店番号
	　
	　
	　

	
	預金種別
	普通　　・　　当座

	
	口座番号
	　

	
	フリガナ
	　

	
	口座名義人
(妊婦本人の口座)
	　



【同意・確認事項】※該当する項目に[image: ]を入れてください。
	この申請に係る住民基本台帳及び分娩取扱施設における情報について、猪苗代町が必要と認めるときは調査確認を行うことに同意しますか。
	□はい　□いいえ

	この申請に係る交通費及び宿泊費について、当該交通サービス事業者又は宿泊施設に対し、利用実績等の確認を行うことに同意しますか。
	□はい　□いいえ



【提出書類】
　1　出産日及び分娩した施設並びに妊婦健診受診日及び産科医療機関等が確認できる書類(母子健康手帳等)
　2　タクシー、鉄道、船及び航空機の利用に係る交通費については、利用日及び実費額が確認できる領収書
　3　宿泊費については、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日及び宿泊費の実費額が確認できる領収書
　4　振込先の金融機関口座が確認できる書類の写し

【備考】
　1　自家用車により移動した場合の交通費については、職員等の旅費に関する条例第18条の規定に準じて、移動距離1kmメートル毎に40円を助成額として算定します。
　2　宿泊費に係る助成の上限額は、職員等の旅費に関する条例別表第1に規定する乙地方の宿泊料の額11,000円－控除額2,000円＝9,000円(1泊当たり)となります。
image1.png




